
○
告

示

現
状
分
析
、
概
要
設
計

詳
細
設
計
、
機
能
設
計
、
シ
ス
テ
ム
構
築
、
シ

ス
テ
ム
テ
ス
ト

ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
保
守
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
管
理

機
能
設
計
、
構
築
、
テ
ス
ト
、
シ
ス
テ
ム
運

用
・
管
理

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
運
用

デ
ー
タ
入
力
、
デ
ー
タ
集
計
、
デ
ー
タ
変
換
・

加
工

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
修
、
業
務
シ
ス
テ
ム
研

修

シ
ス
テ
ム
分
析

シ
ス
テ
ム
開
発

シ
ス
テ
ム
運
用
・
管
理

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
連
業
務

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
業
務

デ
ー
タ
処
理

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
研
修

情
報
シ
ス
テ
ム
開
発

業
務

告

示

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者

に
対
す
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

警
察
本
部
告
示

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ

と
が
で
き
る
手
続
等
に
関
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
告
示
第
五
百
十
九
号

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
二
条
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
後
段
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
並
び
に
県
庁
舎
等
の
清
掃
業
務
に
係
る
者
」
を
削
り
、

同
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
（
第
一
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
（
第
七
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同

項
第
七
号
中
「
（
第
二
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
八
号
中
「
（
第
三
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
九

号
及
び
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

機
械
設
備
・
許
認
可
等
調
書
（
物
品
の
製
造
、
印
刷
及
び
修
理
等
の
請
負
を
業
と
す
る
者
並
び
に
営

業
に
関
し
許
認
可
が
必
要
な
者
に
限
る
。
）

十

大
分
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
大
分
県
条
例
第
三
十
三
号
）
に
基
づ
く
誓
約
書

第
五
条
第
二
項
中
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
一
号
と
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
（
第
九
号
様
式
）
」
を
削
る
。

第
八
条
中
「
（
第
十
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
又
は
使
用
印
鑑
」
を
削
り
、
同
条
中
第
七

号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
す
る
。

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
表
を
別
表
と
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
大
分
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
の
請
負
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
に
関
す
る
規
程
等
の
廃
止
）

２

大
分
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
の
請
負
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
に
関
す
る
規
程
（
令
和
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号
）
及
び
大
分
県
が
発
注
す
る
電
子
複

写
機
等
に
よ
る
複
写
サ
ー
ビ
ス
等
業
務
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す

る
規
程
（
令
和
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売

払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
規
定
に
基
づ
き
県
庁
舎
等
の

令

和

四

年

号

外

八
八

十
二
月
二
十
七
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

�
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令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）

一
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清
掃
業
務
に
係
る
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
の
県
庁
舎
等
清
掃
業
務
に
係
る
等
級
は
、
当
該
入

札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
分
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス

テ
ム
開
発
業
務
の
請
負
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に

基
づ
き
入
札
参
加
資
格
の
申
請
を
し
て
い
る
者
又
は
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競

争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
新
告
示
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
入
札
参
加
資
格

の
申
請
を
し
た
者
又
は
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
入
札
参
加
資

格
を
取
得
し
た
と
み
な
さ
れ
た
者
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
有
効
期
間
の
終
期
が
令
和
五
年
三
月
三
十

一
日
の
者
に
あ
っ
て
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
、
有
効
期
間
の
終
期
が
令
和
六
年
三
月
三
十
一

日
の
者
に
あ
っ
て
は
同
年
九
月
三
十
日
と
す
る
。

５

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
分
県
が
発
注
す
る
電
子
複
写

機
等
に
よ
る
複
写
サ
ー
ビ
ス
等
業
務
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る

規
程
の
規
定
に
基
づ
き
入
札
参
加
資
格
の
申
請
を
し
て
い
る
者
又
は
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者

に
つ
い
て
は
、
新
告
示
の
規
定
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
の
申
請
を
し
て
い
る
者
又
は
入
札
参
加
資
格
を
取

得
し
た
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
と
み
な
さ
れ
た
者
の
有
効
期

間
の
終
期
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

前
二
項
の
場
合
に
お
け
る
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
入

札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
に
対
す
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
五
百
七
号
）
第

一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
認
め
た
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
認
め
た
者
（
大
分

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な

資
格
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
令
和
四
年
大
分
県
告
示
第
五
百
十
九
号
）
附
則
第
四
項
又
は
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
号

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
に

対
す
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
五
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
一
条
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
条
」
を
加
え
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
下
請
負
人
に
関
す
る
指
名
停
止
）

第
二
条

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
停
止
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
有
資
格
業
者

（
以
下
「
元
請
負
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
再
委
託
を
受
託
し
た
有
資
格
業
者
（
以
下
「
下
請
負
人
」
と
い

う
。
）
が
、
当
該
指
名
停
止
に
つ
い
て
責
め
を
負
う
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
下
請

負
人
に
つ
い
て
、
元
請
負
人
の
指
名
停
止
の
期
間
の
範
囲
内
で
情
状
に
応
じ
て
期
間
を
定
め
、
指
名
停
止

を
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「
（第

３
条
関
係

）
」
を
「
（第

４
条
関
係

）
」
に
改
め

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
大
分
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
の
請
負
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者

に
対
す
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
等
の
廃
止
）

２

大
分
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
の
請
負
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者

に
対
す
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
（
平
成
二
十
七
年
大
分
県
告
示
第
百
八
十
六
号
）
及
び
大
分
県
が
発
注

す
る
電
子
複
写
機
等
に
よ
る
複
写
サ
ー
ビ
ス
等
業
務
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
に

対
す
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
（
令
和
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
令
和
四
年
大
分
県
告
示
第
五
百
十
九
号
）
附
則
第
四
項
又
は
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
と
み
な
さ
れ
た
者
（
以
下
「
み
な
し
有
資
格
業
者
」
と

い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
前
項
に
よ
る
廃
止
前
の
大
分
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス

テ
ム
開
発
業
務
の
請
負
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
に
対
す
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領

（
以
下
「
旧
情
報
シ
ス
テ
ム
指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
に
よ
る
廃
止
前
の
大
分
県

が
発
注
す
る
電
子
複
写
機
等
に
よ
る
複
写
サ
ー
ビ
ス
等
業
務
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す

る
者
に
対
す
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
（
以
下
「
旧
複
写
サ
ー
ビ
ス
指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
に
、
こ
の
告
示
に
よ

る
改
正
後
の
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
入
札
参
加
資
格
を

有
す
る
者
に
対
す
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
（
以
下
「
新
指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
よ
り
指
名
停
止
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
名
停
止
の
期
間
は
、
新
指

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）

二



○
警
察
本
部
告
示

適
用
年
月
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
３
年
６
月
１
日

令
和
３
年
６
月
１
日

規
定

第
７４条

の
３
第
５
項

第
７８条

第
１
項

第
７８条

第
４
項

法
令
等

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）

名
停
止
等
措
置
要
領
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
情
報
シ
ス
テ
ム
指
名
停
止
等
措
置
要
領
又
は
旧
複
写

サ
ー
ビ
ス
指
名
停
止
等
措
置
要
領
に
よ
り
受
け
て
い
た
指
名
停
止
の
期
間
の
同
日
に
お
け
る
残
期
間
と
同

一
の
期
間
と
す
る
。

４

み
な
し
有
資
格
業
者
が
こ
の
告
示
の
施
行
前
に
し
た
旧
情
報
シ
ス
テ
ム
指
名
停
止
等
措
置
要
領
又
は
旧

複
写
サ
ー
ビ
ス
指
名
停
止
等
措
置
要
領
に
規
定
す
る
指
名
停
止
の
措
置
要
件
に
該
当
す
る
行
為
に
対
す
る

指
名
停
止
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
名
停
止
は
、
新
指
名

停
止
等
措
置
要
領
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

大
分
県
警
察
本
部
告
示
第
４８号

大
分
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
令
和

３
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
手
続
等
そ
の
他
警
察
本
部
長
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
等
を
定
め
る
。

令
和
４
年
１２月

２７日

大
分
県
警
察
本
部
長

種
田

英
明

１
根
拠
と
な
る
法
令
等
の
名
称
及
び
条
項

規
則
第
３
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用

す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
手
続
等
は
、
別
表
第
１
の
左
欄
に
掲
げ
る
法
令
等
の
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
右
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
手
続
等
と
す
る
。

２
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基
準

規
則
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基
準
は
、

公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き

る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

３
電
磁
的
記
録
を
作
成
し
た
年
月
日
時
の
記
録

公
安
委
員
会
等
は
、
規
則
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
同
項
第
２
号

に
規
定
す
る
事
項
を
当
該
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
、
又
は
送
信
し
よ

う
と
す
る
者
（
同
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
書
面
等
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
載
す
べ
き
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ

（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
入
力
し
、
又

は
送
信
し
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
に
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
当
該
電
磁
的
記
録
を
作
成
し
た
年
月
日

時
を
記
録
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

⑴
規
則
第
４
条
第
４
項
た
だ
し
書
及
び
第
５
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
は
、
別
表
第
２
の
左
欄
に

掲
げ
る
法
令
等
の
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
不
特
定
の

者
に
よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
５９年

法
律
第
８６

号
）
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接

受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
を
除
く
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
の

う
ち
当
該
申
請
等
の
用
に
供
す
る
部
分
（
以
下
「
申
請
部
分
」
と
い
う
。
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お

い
て
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
申
請
等
を
行
う
者
の

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１４年

法
律
第

２６号
）
第
２
条
第
３
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
い
う
。
）
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る

よ
う
に
、
有
効
期
間
を
定
め
て
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の
（
以
下
「
ワ
ン
タ
イ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ
」
と
い
う
。
）

を
受
信
し
、
当
該
ワ
ン
タ
イ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
用
い
て
申
請
部
分
に
接
続
す
る
措
置
と
す
る
。

⑵
規
則
第
９
条
第
１
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
は
、
別
表
第
２
の
左
欄
に
掲
げ
る
法
令
等
の
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
氏
名
又
は
名
称
を
入
力
し
、
又
は
送
信
す
る
こ
と
と
す
る
。

５
書
面
等
を
提
出
す
る
場
合
の
措
置

規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
同
条
第
３
項
の
場
合
又
は
第
１０条

の
場
合
に
お
い

て
書
面
等
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
ご
と
に
付
与
さ
れ
る
個
別
番
号
等
を
明
ら
か
に

し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則

１
こ
の
告
示
は
、
令
和
５
年
１
月
４
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
廃
止
す
る
。

⑴
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
手
続
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
３
年
大
分
県
警
察
本
部
告
示
第
２４号

）

⑵
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
手
続
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
３
年
大
分
県
警
察
本
部
告
示
第
５９号

）

別
表
第
１

大
分
県
報
号
外
（
告
示
・
警
察
本
部
告
示
）

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

三



令
和
３
年
６
月
１
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
５
年
１
月
４
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
３
年
６
月
１
日

令
和
３
年
６
月
１
日

令
和
５
年
１
月
４
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
３
年
６
月
１
日

令
和
３
年
６
月
１
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
３
年
６
月
１
日

第
７８条

第
５
項

第
５
条
第
１
項

第
８
条
第
１
項

第
８
条
の
５
第
１
項

第
８
条
第
３
項

第
１５条

第
４
項

第
４
条
第
１
項

第
５
条
第
１
項

第
９
条
（
警
備
業
者
が
、
そ
の

主
た
る
営
業
所
の
所
在
す
る
都

道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区

域
内
で
警
備
業
務
（
警
備
業
法

施
行
規
則
（
昭
和
５８年

総
理
府

令
第
１
号
）
第
１４条

に
掲
げ
る

警
備
業
務
を
除
く
。
）
を
行
お

う
と
す
る
と
き
の
届
出
に
限

る
。
）

第
１０条

第
１
項

第
１６条

第
２
項

第
１６条

第
３
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
１１条

第
１
項

第
１７条

第
２
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
１６条

第
２
項

第
１７条

第
２
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
１１条

第
１
項

第
１７条

第
１
項

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
３５年

総
理

府
令
第
６０号

）

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
５１

年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
３７年

法
律
第
１４５号

）

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
３
年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
１
号
）

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

）

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
３
年
国

家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）

令
和
５
年
１
月
４
日

令
和
４
年
１
月
４
日

第
８
条
第
１
項

第
１０条

第
３
項

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
（
平
成
１３年

法
律
５７号

）

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る

法
律
（
平
成
２８年

法
律
第
９
号
）

適
用
年
月
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
３
年
６
月
１
日

令
和
３
年
６
月
１
日

令
和
３
年
６
月
１
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
５
年
１
月
４
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
５
年
１
月
４
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
３
年
６
月
１
日

令
和
３
年
６
月
１
日

規
定

第
７４条

の
３
第
５
項

第
７８条

第
１
項

第
７８条

第
４
項

第
７８条

第
５
項

第
５
条
第
１
項

第
８
条
第
１
項

第
８
条
の
５
第
１
項

第
８
条
第
３
項

第
１５条

第
４
項

第
９
条
（
警
備
業
者
が
、
そ
の

主
た
る
営
業
所
の
所
在
す
る
都

道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区

域
内
で
警
備
業
務
（
警
備
業
法

施
行
規
則
（
昭
和
５８年

総
理
府

令
第
１
号
）
第
１４条

に
掲
げ
る

警
備
業
務
を
除
く
。
）
を
行
お

う
と
す
る
と
き
の
届
出
に
限

る
。
）

第
１０条

第
１
項

第
１６条

第
２
項

第
１６条

第
３
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
１１条

第
１
項

法
令
等

道
路
交
通
法

道
路
交
通
法
施
行
規
則

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則

警
備
業
法

別
表
第
２

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
告
示
）

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

四



令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
４
年
１
月
４
日

令
和
３
年
６
月
１
日

令
和
５
年
１
月
４
日

令
和
４
年
１
月
４
日

第
１７条

第
２
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
１６条

第
２
項

第
１７条

第
２
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
１１条

第
１
項

第
１７条

第
１
項

第
８
条
第
１
項

第
１０条

第
３
項

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る

法
律

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
告
示
）

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

五


